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田辺市農業委員会議事録 

平成２７年２月１０日（火）午後２時 中辺路コミュニティセンター １階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３３名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

          １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須 克   ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

                     ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男  

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一 

 

             

欠席者      １３番 田渕  宏  ２５番 玉置  伸  ２６番 鈴木 直孝 

３６番 松本 忠巳 

                     

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  １９番 横尾 泰行   ２０番 青木  登 

議    長   皆さん、こんにちは。大変寒い中ご苦労さんでございます。この寒さが、

梅に対してどのようになっていくか不安でございますけれども、我々は

日々、毎日、仕事に精を出さないといけないと思います。この間、１月２

７日、２８日と県農業会議で企業による農業参入という事で、神戸のトー

ホーという会社が農業に参入しているという事で視察に行ってきました。

大変広い農地の中で、遊休農地が出てきている中でそれを借って、今のと

ころ自分たちで消費するという形態なんですけども、農業自体はなかなか

採算ベースにはなってないようでした。けれども自分の会社の中で消費、

販売するという事と、企業イメージとして、私たちはこういう物を作って

いますという事でアピールできるという、そういったＰＲ効果があるとい

う実感してきましたけども、大変遊休農地が増えているという事で、企業

がいろんなところに参入してくる事は、そうせざるを得ないような農業の

事態になってきております。今日は、案件は少ないんですけれどよろしく

お願いします。まず最初に、田辺市農業振興地域整備促進協議会を開催い

たします。田辺農業振興地域整備計画変更申請について事務局の説明をお

願い申し上げます。 

農振課 岡本   田辺農業振興地域整備計画変更申請の農用地区域への編入について説明い

たします。１番、○○○、○○○○、土地の所在は、○○○字○○○○、

面積は５５８㎡です。地目は台帳、現況共に畑、申請の理由は梅畑です。

編入１件です。編入面積は、５５８㎡。続いて、田辺農業振興地域整備計

画変更申請の除外申請について説明いたします。２番、○○○、○○○○、
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土地の所在は○○○字○○○○、面積は９００㎡、地目は台帳、現況共に

畑です。変更の理由は作業所及び資材置場でございます。３番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２０１㎡、地目は台帳

が田、現況は休耕田です。変更の理由は梅漬け場でございます。４番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は４５６㎡、他に

１筆、合計面積は９０５㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は

太陽光パネル設置でございます。５番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は６２２㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更

の理由は太陽光パネル設置です。６番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は４００㎡、地目は台帳が畑、現況は雑種地です。

変更の理由は住宅でございます。７番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は４４３㎡、地目は台帳が畑、現況は休耕畑です。

変更の理由は住宅でございます。８番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は２９６㎡、他に１筆、合計面積は６００㎡、地

目は台帳が田、現況は樹園地と畑です。変更の理由は住宅でございます。

９番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は５０５

㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由はコンビニでございます。

１０番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９９

９㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由はコンビニでございます。

１１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６１

９㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は住宅でございます。１

２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は５１４

㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は太陽光パネル設置でござ

います。１３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面

積は７４６㎡、地目は台帳、現況共に田です。変更の理由は住宅でござい

ます。１４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積

は２１８㎡、他に２筆、合計面積は９５４㎡、地目は台帳が田、現況は休

耕田です。変更の理由は太陽光パネル設置でございます。１５番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○ｍ、面積は７５１㎡、他に２筆、

合計面積は１，５９７㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は太

陽光パネル設置でございます。１６番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は５６９㎡、地目は台帳、現況共に田です。変更

の理由は住宅でございます。１７番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、面積は８６１㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の

理由は太陽光パネル設置でございます。１８番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、面積は６１３㎡、地目は台帳が田、現況は畑

です。変更の理由は自動車展示場でございます。除外面積は１２，０４８

㎡。田辺農業振興地域整備計画変更申請、編入１件、除外１７件、編入合

計５５８㎡、除外合計１２，０４８㎡、総計１１，４９０㎡です。続きま

して龍神農業振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は２６．４９㎡、他に２筆、合計面

積は５３．９９㎡、地目は台帳は田と畑、現況は休耕田と休耕畑、変更申
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請の理由は携帯基地局です。龍神農業振興地域整備計画変更申請、除外１

件、除外合計は５３．９９㎡です。続きまして中辺路農業振興地域整備計

画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○

○、面積は１，２４９㎡、地目は台帳、現況共に田です。変更申請の理由

は太陽光パネル設置です。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○

字○○○○、面積は７１７㎡、地目は台帳、現況共に田です。変更申請の

理由は太陽光パネル設置です。３番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、面積は７２０㎡、地目は台帳、現況共に田です。変更申

請の理由は太陽光パネル設置です。中辺路農業振興地域整備計画変更申請、

除外３件、除外合計は２，６８６㎡です。続きまして本宮農業振興地域整

備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○

○○○、面積は１７８㎡、地目は台帳、現況共に田です。変更申請の理由

は住宅です。本宮農業振興地域整備計画変更申請、除外１件、除外合計は

１７８㎡です。以上です。ご審議よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは、逐条審議をお願い申し上げます。

田辺農業振興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番の○○○○さんの件につきましては、周辺にも住宅

で転用した所もあって何ら問題ありませんので、この作業所に転用しても

全く問題ないと思います。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんの子供さんが梅の商売をしているんで、そ

こへ梅樽を置きたいという申請でございますので、問題ないと思います。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この○○○○さんの所が梅の盛りの木が植わっておりま

したが、梅が低迷しているという事で、梅を切ってパネルにするという事

です。異議ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここは○○○○委員の担当ですが今日は休みという事で、

異議がないと連絡いただいております。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。子供の住宅という事で異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番共に息子さんの住宅用地という事です。異議

ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番と１０番は隣接地で、現状は梅畑ですけどもコンビ

ニにするという事です。１１番、１２番ついては、１１番は住宅で１２番

は太陽光パネルという事です。異議ありません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。自宅の建設で異議ありません。 
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議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１４番について異議ございません。１５番もこの方は大

工さんで、今殆ど畑も放っているような状態で異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは旦那さんが亡くなられてので異議ありま

せん。 

議    長   はい、１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここの前に○○○○の自動車屋がありまして、この自動

車屋の展示場で異議ありません。 

議    長   はい、田辺農業振興地域整備計画変更申請、以上１８件について異議なし

とのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、龍神農業振

興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、龍神農業振興地域整備計画変更申請、以上１件について異議なしと

のことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、中辺路農業

振興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番、３番は同じ地域で日当たりの最も良い場所

でありまして、２番の○○○○さんにつきましても高齢で田圃が作れない

という状況であります。３番の○○○○さんも病気をしまして作れないと

いう事で、太陽光発電に変えたという事です。３件共に異議ございません。 

議    長   はい、中辺路農業振興地域整備計画変更申請、以上３件について異議なし

とのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、本宮農業振

興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、本宮農業振興地域整備計画変更申請、以上１件について異議なしと

のことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、まず最初に、

農用地利用集積計画の合意解約の報告がございます。事務局の説明をお願

いします。 

農振課 尾崎   皆様こんにちは、まず始めに農用地利用集積計画の合意解約から報告しま

す。１番、○○○字○○○○、地目は畑、面積は８，６８１㎡、他１１筆、

合計面積４０，４９３㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平成２７年１月１５日です。
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２番、○○○字○○○○、地目は田、面積は７９９㎡です。貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平

成２７年１月２９日です。以上、２件報告させていただきます。 

議    長   はい。有難うございます。まず、利用権の合意解約についてご意見、ご質

問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして、田

辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の

申し出がございますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   続きまして田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利

用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑

の１，８７０㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、年間２万円口座払い、期間は平成２７年３月１日から平成３

３年２月２８日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑の８０３㎡、貸

手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は

平成２７年３月１日から平成３２年２月２９日の新規です。３番、○○○

字○○○○、他２筆、田の１，２２６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年３月１日から平

成３２年２月２９日の新規です。４番、○○○字○○○○、田の９４６㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期

間は平成２７年３月１日から平成２８年２月２９日の新規です。５番、○

○○字○○○○、田の９０２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年３月１日から平成３３年２

月２８日の更新です。６番、○○○字○○○○、田の６４７㎡、貸手は○

○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成

２７年３月１日から平成３３年２月２８日の更新です。７番、○○○字○

○○○、田の６８７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年３月１日から平成３３年２月２８

日の更新です。８番、○○○字○○○○、他２筆、田の２，５９０㎡、貸

手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間

は平成２７年３月１日から平成３３年２月２８日の更新です。９番、○○

○字○○○○、他１１筆、畑の５，３３９．６１㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年３月１

日から平成４２年２月２８日、新規です。１０番、○○○字○○○○、他

１筆、畑の２，０１３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○

○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８

日、新規です。１１番、○○○字○○○○、他１筆、畑の２，７９７㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日、新規です。１２番、○

○○字○○○○、他９筆、畑の７，３２０㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年３月１日から

平成３７年２月２８日、新規です。１３番、○○○字○○○○、他２筆、
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畑の３，５４１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日、新

規です。１４番、○○○字○○○○、畑６７７㎡、貸手は○○○、○○○

○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年３月１日

から平成３７年２月２８日、新規です。合計１４件、４２筆、３１，３５

８．６１㎡、貸手１４名、借手７名です。この１４件は農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。ご審議をよろ

しくお願いいたします。 

議    長   はい。有難うございます。利用権の設定１４件、逐条審議をお願い申し上

げます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これは○○○○さんの隣接で、○○○○さんが耕作放棄

をするということで、あまり傍で、同じ梅畑なので荒れたら悪いという事

で、５年間しましょうかという事で異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは高齢で作れなくなるそうで、隣の○○○

○さんが続いて作るという事で異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番について異議ありません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番について異議ありません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番も同じく異議ありません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんの旦那さんが亡くなられたんで、これは新

しいくできた制度を利用されたんじゃないですか。 

農進課 尾崎   そうです。中間管理機構です。 

○○番 委員   異議ありません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番について異議ございません。  

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番と１３番は隣接でして、中間管理事業でするとい

う事で、その後、そのまた隣接にある○○○○さんという方が作られると

いうことです。異議ありません。 

議    長   はい、１１番と１３番異議なしとの事です。１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、以上１４件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ
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てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で田辺市農業経営基

盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の議案が終了しま

した。あと農業振興課から説明があるようなのでお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   田辺市農地保全支援事業についての説明とお願いをする。 

議    長   今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。ちょっと確認ですけども、旧田辺市は果樹以外、果樹以

外という事は米とか野菜とかですね。ブドウは果樹ですね、ブドウはどう

なりますか。梅、ミカン以外が対象になるとかですか。 

農振課 尾崎   梅とミカンは省いてたいんですが、ブドウは検討させていただきます。 

議    長   他にございませんか。また、分からなかったら農業振興課のほうへ問い合

わせてくれたらと思います。教えてくれると思います。 

議    長   それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、１３

番の田渕宏委員さん、２５番の玉置伸委員さん、２６番鈴木直孝委員さん、

３６番松本忠巳委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録

署名委員に、１９番の横尾泰行委員さん、２０番の青木登委員さん、よろ

しくお願いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請に

ついて、議案第２号農地法第５条申請について、議案第３号農地法第２条

の規定による農地でない旨の証明願について、報告第１号農地法施行規則

第３２条第１項第１号による届出について、報告第２号農地使用貸借契約

の合意解約通知について、を上程させていただきます。それでは議案第１

号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は６３５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、売買です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑で、面積は３３５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、売買です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，５２８㎡、他１筆、合計面積１，５６

１㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は５，１０２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、贈与です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況は畑、面積は１２５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は４５０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、売買です。７番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に田、面積は５３㎡です。譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。８番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４２㎡、他６筆、合計

面積は２，３７７．２８㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○
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○○、○○○○、売買です。営農計画書が添付されておりまして栗、梅、

柿を作られるそうです。この件は、○○○にある廃業した○○○○の経営

者が所有する農地でありまして、この度、譲受人が○○を含め一切の土地

建物を譲り受けて○○を再開したいという事で準備中です。この土地は畑

で利用して、梅や栗などを作り○○で販売もしたいという事で申請が出さ

れております。以上８件について書類を審査したところ、常時従事、全部

耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件には

該当していませんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。ご

審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

議    長   それでは逐条審議をお願い申し上げます。○○番に○○○○委員さんの案

件がございますので、それを除いて７件の逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   はい、○○番○○です。○○○○さんの畑なんですけども、小梅を作って

いるんですけども、ちょっと離れているというか谷向かいで、○○○○さ

んの畑と隣接してて、ご本人同士も隣に住んでいるんで問題ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番○○です。この○○○○さんは田辺の方へに住んでいまして、

○○○○さんとは親戚筋で、面積が少ない○○○○さんの隣接地にあるの

を作ってくれよという事で、３年程前から話があったんですが今回まとま

りまして、何ら異議ありません。そして、３番の○○○○さんは高齢にな

り勤め人だったので、本質的にあまりやってないようだったので、高齢に

なってよう作らないという事で、○○○○さんの屋敷の前の土地ですので、

○○○○さんが貰うということで、何ら異議ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   はい、○○番○○です。○○○○さんは先生を退職されておりまして無職

で、○○○○さんは○○○○さんの隣接地でありまして、この程まとまり

まして異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○ 委員    ○○番○○です。この土地はずっと荒らしておって、○○○○さんの家の

近くなんで、草刈りを含めてずっと管理をしていた所なんで、異議ありま

せん。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番について異議ございません。 

議    長   はい、以上３条申請７件とも異議なしとのことです。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員退席） 

議    長   はい、続きまして７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２人は従兄弟同士という事で贈与という事になりまして
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異議ございません。 

議    長   はい、３条申請７番について異議なしとのことです。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員着席） 

議    長   続きまして議案第２号農地法第５条申請について事務局の説明をお願い申

し上げます。 

小倉  係長   ４ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５６５㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

太陽光発電施設５６５㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、農

用地の内外は当初抜きです。隣接同意、水利同意は共に不要でございます。

期間の定めのない使用貸借設定です。道路と住宅地に囲まれた農地で、第

２種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現

況共に畑、面積は１４０㎡、他１筆、合計面積は１５２㎡、譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅５２．

１７㎡、駐車場等９９．８３㎡、着工日、工事期間は許可の日より６か月

以内、農用地の内外は昭和６１年５月１日に農用地区域から除外していま

す。隣接同意、水利同意共にございます。道路と住宅地に囲まれた農地で、

第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田、面積は６８５㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅２棟１３７．２㎡、道路・庭

等５４７．８㎡、着工日、工事期間は許可の日より６か月以内、農用地の

内外は用途外です。隣接同意、水利同意共にございます。周囲を住宅に囲

まれた小集落の農地で、第２種農地です。４番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は６５４㎡、他１筆、合計面積

は１，６０６㎡、譲渡人は○○○字○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は太陽光発電施設１，６０６㎡、着工日、工事期間は許

可の日より１年以内、農用地の内外は平成２６年６月１３日に農用地区域

から除外しています。隣接同意はございます。水利同意は不要でございま

すが大川長の同意がございます。山間にある小集落の生産性の低い農地で、

第２種農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田、面積は７９９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設７９９㎡、着工日、工

事期間は許可の日より１年以内、農用地の内外は平成２６年６月１３日に

農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意共に不要でございま

すが大川区の同意がございます。山間にある小集落の生産性の低い農地で、

第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は２３４㎡、他１筆、合計面積１，２８７㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は資材

倉庫２００㎡、駐車場・法面等１，０８７㎡、着工日、工事期間は許可の
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日より７か月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意はございます。

水利同意は不要でございます。山間にある小集落の生産性の低い農地で、

第２種農地です。以上６件につきまして、申請書、添付書類を審査しまし

たところ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しておりません。

農地法第５条申請以上６件ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２月６日に○○○○委員さんに局長に小倉係長と私と合

計４人で調査してまいりました。当日は少し風があり寒い日でございまし

たが、２月の天候としてはまずまずの調査日和じゃなかったかと思います。

この○○○○さんは既に２件ほど太陽光発電をやっておられます。３件目

になります。所在地は○○○の集落排水の東側１００ｍのところで、道路

に隣接したところでございます。周辺は宅地と市道で、隣接や水利組合は

関係ございません。転用理由は昨今の梅の価格低下と収穫も少ないという

事で太陽光に転用という事でございます。土地はそのまま利用いたしまし

て、排水は自然浸透、西側に市道の側溝がございまして、そこへ流すとい

う事で何ら問題ないと思います。２番は○○○中学校のちょうど真前の県

道に面した土地でございます。転用理由は、○○○○さんと○○○○さん

は親子でございます。当初から区画整理した前側の土地でございますけど

も、ゆくゆくは家を建てるという予定もあったかと思います。排水も合併

浄化槽の取り口も引かれておりますし、雨水は道路の側溝に流せる場所で

ございまして、何ら問題ありません。３番の○○○○さんの物件ですけど

も、この方は公務員で耕作もようしないという事でございました。場所は

○○○町内会館から西へ５０ｍという事で、現在は何も作られておりませ

ん。高台で日当たりも良く、住宅地には大変良い所だったと思います。周

辺は殆ど住宅地になっていってきているところでございます。今回、○○

○○に転売して分譲住宅を建てるという事でございます。排水については

合併浄化槽処理して、雨水は進入路の側溝から北側の市道の側溝に流すと

いう事でございます。何ら問題ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番の太陽光発電の予定のところなんですけども、国道

の３１１号線の○○○を過ぎて、○○○の集会所から西へ約２００ｍ、向

いの山を上ったところで、上ったところは山の中腹で割と開けたところで

日当たりの良いところでした。譲渡人の方は高齢で農地縮小という事で手

放して、譲り受けされた方が太陽光発電の施設を作るという事であします。

４番、５番は農道を挟んで隣接した土地で、何れも転用の理由は、高齢で

後継者も遠方という事であります。利用方法は、田圃そのままで使う、切

土も盛土もなしという事です。したがって排水等も現状のままという事で、

雨水は自然浸透という事になります。特に問題はなかったと思います。６

番は国道３１１号を○○○に入ってから○○を過ぎて５、６ｋｍのところ

だったと思いますけども、国道の横の川を渡ったところにあります。現状

は休耕、転用の理由としましては、譲渡人は県外に住んでいて長い間休耕
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状態になっていたんですけども、買受される方が地元の土木請負をやって

まして、自宅に隣接しているということで、資材倉庫と車両の置場に使い

たいという事であります。排水等については一部 U 字溝を入れて、それを

現状ある市道の U 字溝へ接続するというような事になるようです。若干盛

土をするようになりますが、そのように排水対策されておりますので、特

に問題ないと思います。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先程の調査員さんの報告のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここは○○○中学校の真前の一等地です。宅地としては

一等地だと思います。○○○○委員さんから聞いたんですけども、○○○

○さんと○○○○さんは親子で、しかも住宅が地震で津波にやられる可能

性があるところなんで、大丈夫ないところがほしいという事で、ちょうど

ここを持ってたらしんで良かったと思います。異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地はかなり前から耕作放棄地になっておりました。

ちょうど高台にありまして、周りにも住宅がありまして、問題ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番は隣接でございますのであわせまして、先程、

調査委員さんが現地調査された方のとおりでございまして異議ございませ

ん。区長の同意もございますので異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番意ついて異議ありません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請６件共異議なしとの事でございます。

そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお

願い申し上げます。 

小倉  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願です。１番、土地の所在、○○○字○○○○、地目は登記が

田、現況は荒地、面積は６５１㎡、他１筆、合計面積８１６㎡、申請人は

○○○、○○○○、理由は、申請地は、海沿いに位置しており、台風や高

波のとき海水をかぶり塩水がたまることもあって耕作不適であるため、平

成６年７月頃耕作を放棄した、でございます。以上、農地法第２条の規定

による農地でない旨の証明願１件、ご審議の程よろしくお願い申し上げま

す。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この申請地の場所は○○○の裏です。現況は荒廃地とい

う事で、海と陸地の間に波除けの突堤のようなものがあるんですけども、
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それのすぐ下の土地という事で、とても放棄されているのがそうやなと思

います。耕作地には不適だと思って、長らく放棄されているという事です

けども、この申請はそういう事で問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地は、備考欄に書いてあるように○○○裏と書い

てあるんですけども、台風、高波じゃなしに、今のこの時期に寒い時にで

も強風等であれば塩害というんですか、しぶきが畑のほうに入ってきて、

ひとつも耕作できるような状態ではありません。止むを得ないと思います

んで異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件異

議なしとの事でございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、報告第１号

農地法施行規則第３２条第１項１号の規定による届出について、事務局の

説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   ７ページをお願い申し上げます。報告第１号農地法施行規則第３２条第１

項１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に畑、面積は１，１８５㎡です。届出人は、○○○、○○○

○、使用目的及び規模は、車置場１２㎡、転用面積も１２㎡です。２番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は２９

５㎡です。届出人は、○○○、○○○○、使用目的及び規模は、農業用倉

庫４５．３６㎡、転用面積も４５．３６㎡です。農地法施行規則第３２条

第１項１号による届出、以上２件報告申し上げます。 

議    長   ありがとうございます。只今の報告第２号について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。続

きまして報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知について、事務局の

説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   ８ページをお願いします。報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知で

す。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１４４．５４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借の合意解約をした日は平成２５年１２月２４日、理由は○○

○○として買収されたためです。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は３４４．９５㎡、貸人は○○○、○○

○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２４

年１２月１９日、理由は○○○○として買収されたためです。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４１０．

８９㎡、他２筆、合計面積８７８．９３㎡です。貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２５年８月

２１日、理由は○○○○として買収されたためです。４番、土地の所在は
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○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３０㎡、他４筆、

合計面積９８．８８㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２１年９月１６日、理由は○

○○○として買収されたためです。報告第２号農地使用貸借契約の合意解

約通知、以上４件報告申し上げます。 

議    長   報告第２号について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号とさせていただきます。それでは

その他の案件でございます。１月の県の農業会議に提出をいたしました４

条３件、５条８件につきましてすべて無事答申されましたことをご報告申

し上げます。これで予定しておりました案件すべて終了しましたが、皆さ

ん方から何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   無ければ、事務局から何点か報告があるようですのでお願いします。 

松平  主査   田辺市賃借料情報について説明する。 

議    長   皆さん何かご質問ございませんか。次に事務局から形状変更について説明

があるようなのでお願いします。 

愛須  局長   形状変更に関する実施規定及び申し合わせについて説明する。 

議    長   我々も一農家であります。農業をして収入をあげなくてはいけませんので、

そういう意味で我々は農家の見張り番ではございませんので、そこら辺も

臨機応変に対応していただきたいと思っております。 

１番  委員   １番山崎です。実は今日、農業委員会の申し合わせ事項というのをいただ

いてずっと読んでみたんですけども、先月も同じ形状変更の客土について

向日委員からこういう申し合わせ事項もあるんやよ、とういう話もあった

と思うんです。それ以前にも、私は８月から農業委員会に出ておるんです

けども、その中でも１回か２回向日委員さんからこういう申し合わせ事項

があるんやでと聞いた記憶があるんです。そこで、事務局にお聞きしたい

のは、今まで何十年の流れの農業委員会の審議の中で、この様な申し合わ

せ事項がどれだけあるんか、それが明文化されておるんか、それがもし文

書になっているものがあれば、何十年も農業委員をやられている人だった

ら大体これはこうと全部頭に入っていると思うんですけども、我々のよう

に前の委員さんからの申し送りがあまりない中で、出てきた時にこういう

のがあるんやと言われても既に終わった後で、それから後のやつは変えら

れるんですけども、私らも同じ農業委員としたら地域の人から聞かれた時

に、これはこうやでと、もし申し合わせ事項まで頭に入っておればきっち

り教えてあげられるんですけども、反対にもし地元の人から聞かれた時に、

自分で分からなかった時に事務局に行って聞いて行く、そういうのが続い

たら、農業委員て何と頼りないなという事にもなってくると思うんですよ、

その中で明文化した物がもしあるならば、それぞれの希望する委員さんに、

配布していただけるならば是非配布をしていただいて、その上でそれぞれ

の委員さんが、特に新人の委員だと思うんですけども、出来るだけそうい

うのを把握した上で農業委員会にも臨みたいし、また、地域のそれぞれの
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住民の人から聞きに来たら、あるいはいろいろな申し合わせ事項を侵害し

ている転用等があれば、ちょっとあかんでと言ってあげられるかなと、そ

れのほうが住民に対しては農業委員の責務として大切な事と違うかなと思

います。まず、そうしたものがあるのかどうかだけを教えて欲しんです。 

愛須  局長   申し合わせ事項、私もこれだけありますよと、きっちりとした引継ぎは受

けておりません。これに４点出したのは、古い書類をめくっていて出てき

たので、農業委員会の申し合わせ事項だろなと思って今日は出させていた

だいたんですけども、あと、他に申し合わせ事項としては、高低ですね、

防風林は４ｍ離して立てなさいよというような事があったと思います。で

すんで、もう一回整理してどれくらいあるんかを確認せなあかんと思いま

すんで、また整理して出さしてもらいたいなと思います。古い書類をめく

っても、これが本当に申し合わせ事項なんかどうか分かり難いとこもある

んで、それを出させてもらって、定例会で確認していただけたらなと思い

ます。他にも、いろいろあるんかも分かりませんが、とり合えず形状変更

が判断に迷うとこなので、今日は４点ばかり、これがそうだろうなという

事で出させてもらったんですけども、また、ちょっと整理させていただき

たいと思います。 

議    長   何か委員のしおりみたいなのが、ひょっとしたらあったかもと思いますの

で、あれば出させてもらいます。 

２番  玉置   前に、埋め立て前５０ｃｍ引くとか、植林は何ｍ引くとか、そういう申し

合わせは見た事あるけど、あんまりようけあった様には思わんねけどな、

２、３点しか知らんねけど。 

議    長   一編、委員さんも全く知らん人もございますんで、ひとつ事務局、時間は

かかると思いますけども、答えは必ず出していただきたいと思います。以

上ですけども、他にございませんか。無いようでございましたら、長時間

に亘りまして慎重にご審議いただきまして有難うございました。本日はこ

れで終了いたします。有難うございました。 
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